
平成２０年度財務監査（５）監査結果報告書 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定により、平成２０年度財務監査を下記の

とおり実施したので、同条第９項の規定に基づきこれを提出する。 

 

記 

１ 監査の概要 

（１）監査の実施時期 

   平成２０年１０月２０日から同年１１月２５日までの間において実日数 

１０日間 

（２）監査の方針 

 今回の監査は、平成２０年度練馬区監査基本計画に基づき、監査対象部

課および課の所管する施設における平成２０年度の財務に関する事務の執

行が、地方自治法第２条第１４項および第１５項の趣旨に則って、予算の

執行、契約、会計および財産管理等が適正かつ効率的に行われているか等

について実施した。 

 （３）監査の視点 

   各事務事業について、予算の執行は適正かつ効果的か、会計処理は適正

か、服務管理ならびに現金および郵券等の管理は適正か、業務委託をはじ

めとする各種契約の締結、履行内容は適正か、補助金執行は適切か、的確

な施設管理が行われているか等を主眼として監査を実施した。さらに以下

の視点を重点にして監査を行った。 

ア 業務委託等について、受託事業者や指定管理者への指導が適切に行

われているか。また、補助金、委託料に関して、報告書や精算書の確認

を十分行っているか。 

イ 使用料等の収納事務、現金管理は適正に行われているか。 

（４）監査対象部課 

 ア 企画部 

   企画課、経営改革担当課、基本構想担当課、財政課、公会計担当課、  

   情報政策課 

 イ 危機管理室 

   防災課、防災計画担当課、安全・安心担当課 

   その他 

① 栄町備蓄倉庫（防災課所管） 

② 仲一防災井戸（防災課所管） 

③ 南町小学校防災備蓄庫（防災課所管）  



④ 光が丘第五小学校防災備蓄庫（防災課所管） 

⑤ 関中学校防災備蓄庫（防災課所管） 

⑥ 光が丘第四中学校防災備蓄庫（防災課所管） 

 ウ 総務部 

   総務課、文書法務課、文化国際課、情報公開課、職員課、人材育成課、 

   経理用地課、人権・男女共同参画課、施設管理課  

 

２ 監査の結果 

  適正に執行されており、指摘すべき事項はなかった。 

 

 

 

 


